
特別養護老人ホーム　シーサイドホーム桂浜　ご利用料金について （令和６年４月１日～）

要介護３ 要介護４ 要介護５

第１段階（生活保護等） ０円 ０円 ０円

第２段階 61,518円 64,458円 67,356円

第３段階➀ 69,318円 71,964円 75,156円

第３段階➁ 90,618円 93,558円 96,456円

第４段階 107,718円 110,658円 113,556円

要介護度 要介護３ 要介護４ 要介護５

施設サービス費 732円 802円 871円

初期加算 30円

日常生活継続支援加算 36円

夜勤職員配置加算 28円

看護体制加算 19円

栄養マネジメント加算 11円

個別機能訓練加算 12円

自立支援促進加算 280円

科学的介護推進体制加算 50円

介護職員等処遇改善加算 令和６年６月１日より開始

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

（３）預貯金等合計額（単身者1,000万円以下・配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下） 

300円

390円

650円

1,360円

1,445円

令和６年7月31日迄 令和６年８月1日～

０円 ０円

370円 430円

370円 430円

370円 430円

855円 915円

各
種
加
算
に
つ
い
て

（入所日から30日間、またはひと月を超える入院後の再入所時も30日間加算されます。）

月
総
額

※30日/月、自己負担1割の場合で計算を
しております。

※別途、療養食加算、外泊加算、看取り介護加算などが発生することがあります。

　＊初期加算は、入所30日以降は加算されません。

※各段階の要件につきましては下段の表を参考にしてください。
※第１段階の方でも境界層の場合などお支払いが発生する方もいらっしゃいます。

　上記の利用料金自己負担額表のとおり、ご利用者様の要介護度に応じた施設サービス費と、各種加算、食費・居住費についての自己負
担額をお支払いいただきます。

居
住
費

第３段階➁（市町村民税世帯非課税：課税年金収入額が年額120万円超の方）

第４段階　（上記以外の方は、居住費は基準費用額となります。）

■居住費・食費の上限額（負担限度額）が定められ、費用負担が軽減される場合があります。

負担限度額は利用者負担段階ごとに定められています。判定基準項目・段階は下記の通り。

（１）本人及び同一世帯の方の前年の所得

（２）配偶者（別世帯も含む）の住民税課税状況 

食
費

※一部加算は令和６年６月1日から
　居住費は令和６年８月1日からの
　変更となります
※左記の表は令和６年８月1日からの
　合計の参考となります

（ひと月につき追加で２０円いただきます。）

（ひと月に一回の加算になります。）

（ひと月に一回の加算になります。）

施設サービス費＋各種加算の合計に対して、１０００分の８３の割合をかけた金額が加算されます。

〔利用料金自己負担額表：１日あたりの金額〕

※施設サービス費各種加算につきましては介護保険負担割合1割を基準に単価を計算しています。

2割負担の方は2倍してお考えください。

第３段階➀（市町村民税世帯非課税：課税年金収入額が年額80万円超120万円以下の方）

令和６年５月３１日に廃止

施設サービス費＋各種加算の合計に対して、１０００分の１４０の割合をかけた金額が加算されます。

第１段階　（市町村民税世帯非課税：老齢福祉年金受給者・生活保護受給者）

第２段階　（市町村民税世帯非課税：合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額８０万円以下の方）

施設サービス費＋各種加算の合計に対して、１０００分の２７の割合をかけた金額が加算されます。

施設サービス費＋各種加算の合計に対して、１０００分の１６の割合をかけた金額が加算されます。

■療養食加算（6円/1食）が加算される場合があります。

　医師の指示（食事箋）に基づく腎臓病食や糖尿病食等の治療食の提供が行われた方に加算します。

■看取り介護加算が加算される場合があります。

医師が終末期と判断したご利用者様に対し、看取りに対する指針のもと、本人又は代理人等の同意を得て看取り介護を行った場合、亡く
なられた日は１２８０円、その前日及び前々日は６８０円、その前４日から３０日は１４４円、３１日から４５日前まで７２円の加算が
発生します。

■入院時又は外泊時の費用が加算される場合があります。

　入院や外泊をされた場合で施設に在所していない日であっても、入院又は外泊の翌日から６日間は、１日につき２４６円をお支払いい
ただきます。（尚、月をまたいで連続した入院の場合は、最長１２日間が加算の対象となります。）

第３段階➀（市町村民税世帯非課税：課税年金収入額が年額80万円超120万円以下の方）

第３段階➁（市町村民税世帯非課税：課税年金収入額が年額120万円超の方）

第４段階　（上記以外の方は、食費は基準費用額となります。）

第１段階　（市町村民税世帯非課税：老齢福祉年金受給者・生活保護受給者）

第２段階　（市町村民税世帯非課税：合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方）


